
 

 

富山県パラスポーツ指導者協議会 会則 

 
第１章 総 称 
 

（名称及び事務局） 

第１条 この会は、富山県パラスポーツ指導者協議会（以下、「協議会」という。）と称し、協

議会の事務局は会長宅に置く。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、パラスポーツ指導員（以下、「指導員」という。）の資質の向上と親睦を図

るとともに、活動を促進し、パラスポーツの普及・発展に寄与・推進する事を目的とす

る。 

 

（事 業） 

第３条 協議会は、前項の目的を達成する為に、次の事項を行う。 

   ⑴ スポーツ教室及び各種大会等の支援・協力 

   ⑵ パラスポーツに関する調査・研究活動 

   ⑶ パラスポーツ指導員の資質向上の為の各種講習会・研修会等の開催 

   ⑷ その他、協議会の目的を達成する為に必要な事業 

 

 

第２章 会員・役員 
 

（会 員） 

第４条 本会の会員は原則として公益財団法人日本パラスポーツ協会（以下、「JPSA」という。）

の公認パラスポーツ指導員の資格を有する者とし、協議会の定める年会費を納めた者と

する。 

  ２ 但、本会の趣旨に賛同する個人が協議会の定める年会費を納めた者は、賛助会員とす

る。 

 

（役 員） 

第５条 協議会に、次の役員を置く。 

⑴ 会長        １名 

⑵ 副会長       ３名程度 

⑶ 専門部会 部会長   ４名程度 

⑷ 専門部会 副部会長 １０名程度 

⑸ 事務局長      １名 

⑹ 事務局次長     ２名程度 

⑺ 事務局会計     １名 

⑻ 監査        ２名 

 

（役員の選任） 

第６条 会長・副会長・事務局長は役員会で推挙し、総会で承認を得る。 

  ２ 専門部会 部会長・専門部会 副部会長・事務局次長・事務局会計及び 

監査は、会長が選任し、総会で報告する。 

 

 

 



 
 

（役員の職務） 

第７条 会長は、協議会を代表し会務を統括する。 

また、JPSA・北信越ブロック指導者協議会（以下、「北信越ブロック」という。）の役員

となる。 

  ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、代行し職務を総括する。  

  ３ 専門部会は、協議会の目的遂行の為、第１２条の部会を置き事業の遂行・達成にあた

り必用な事業を検討、立案し中心となって実行する。 

  ４ 事務局は、会長の指示により会議の招集の連絡・資料の作成、運営及び進行にあたり、

事務局次長は、事務局長を補佐する。また、役員会の議事録を作成する。 

  ５ 事務局会計は、協議会の会務業務を担当する。 

６ 監査は、協議会の会計に関して監査する。 

 

（顧 問） 

第８条 協議会に顧問を置くことができる。 

  ２ 顧問は、協議会の諮問に応じ助言・意見を述べる事が出来る。 

  ３ 顧問は、会長が選任し総会で報告する。 

 

（任 期） 

第９条 役員の任期は２年とし再任を妨げない。 

  ２ 役員に欠員が生じた時は、それを補充し、期間は前任者の残任期間とする。 

 

 

第３章 会 議 
 

（総 会） 

第１０条 総会は、日程を役員会で決定し、年１回会長が招集し、会員の半数以上（委任状を

含む）の出席をもって成立する。 

  ２ 会長が必要と認めた時、または、会員の３分の１以上から会議の目的を明示した請求

があった場合は、会長は、役員会で審議、判断の上、臨時総会を招集しなければなら

ない。 

  ３ 総会は、次にあげる事項について審議し決定する。 

   ⑴ 事業計画に関する事 

   ⑵ 予算案及び決算に関する事 

   ⑶ この会則の制定及び廃止に関する事 

   ⑷ その他、協議会の運営に関する重要な事項 

  ４ 総会の決議は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決定する

ところによる。（但、会長・副会長。事務局長に決議権はないものとする） 

  ５ 議長は、総会の出席の案内があった者の中から事前に選出する。 

   

（役員会） 

第１１条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。 

  ２ 役員会は、この会則で定める目的・協議会の事業・予算・運営に関する重要事項を検

討・審議する。 

  ３ 特別収支についても、協議、決定して総会で報告する。 

 

（専門部会） 

第１２条 専門部会には、次の部会を置く事とし事業を遂行する。 

⑴ 指導部会 

    各施設等に赴き出前教室としてスポーツ教室を開催しパラスポーツの普及、振興に



 

あたる。 

   ⑵ 情報部会 

    会員に対して新たな資質、知識、技能を研鑽する為に必要な情報を収集、提供にあ

たり、広報活動をする。 

   ⑶ 研修部会 

    会員に対して新たな資質、知識、技能を習得する場を提供する。 

⑷ トレーナー部会 

      障がい者のスポーツ活動に必要な安全管理や競技力の維持・向上について、関係団

体と連携して推進する。  

  ２ 各部会は、常に相互に連携を図り事業の遂行のあたるものとする。 

  ３ 必要に応じて特別部会を設ける事が出来る。 

   

第４章 会 計 
 

（会 計） 

第１３条 協議会の会計は、次の収入をもって充てる。 

   ⑴ JPSAからの交付金 

   ⑵ 北信越ブロックからの補助金 

   ⑶ 当会が定める年会費（第１４条による） 

   ⑷ その他、補助金、助成金、寄付金 

 

（会 費） 

第１４条 会員は、年会費として１，０００円を納めるものとする。 

  ２ 会員への復権については、会費を納めた時点からとする。 

 

（会計年度） 

第１５条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

 

 

第５章 補 則 
 

第１６条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関する重要な事項は、会長が役員会

に提案し決議を受け定める。必要であれば総会で諮り決定する。 

 

※罰則 慶弔費はなし 

 

附則 

   １ この会則は、平成９年４月１日から施行する。 

   ２ 会則一部改正 平成１３年４月２２日から適用 

   ３ 会則一部改正 平成１５年５月１１日から適用 

   ４ 会則一部改正 平成１８年５月 ６日から適用 

   ５ 会則一部改正 平成２０年５月１０日から適用 

   ６ 会則一部改正 平成２４年５月 ５日から適用 

   ７ 会則一部改正 平成２６年５月 ３日から適用 

   ８ 会則一部改正 平成２７年３月２８日から適用 

   ９ 会則一部改正 平成２８年５月 ７日から適用 

  １０ 会則一部改正 平成２９年９月１８日から適用 

  １１ 会則一部改正 令和 ６年４月 ７日から適用 

 


